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地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

（平成２６年法律第７６号）が、平成２６年６月２０日に公布され、

平成２７年４月１日から施行されることになりました。 

今回の改正は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつ

つ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制

の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対

する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革を行うものです。同法

第１条の３第１項には、「地方公共団体の長は、教育基本法第17条

第１項に規定する基本的な方針「国の第２期教育振興基本計画」を

参酌した上で、その地域の実情に応じ、教育、学術及び文化の振興

に関する総合的施策の大綱を定めるものとする」と規定されました。 

それを受けて本村でも、教育行政に関する村民の意向をよりいっ

そう反映させるため、同法第１条の４第１項に定める村長と教育委

員会で構成する「総合教育会議」において協議、調整した上で、「日

高村教育大綱」を策定しました。 

 

 

「日高村教育大綱」の策定にあたっては、国及び県の教育振興基

本計画を参酌した上で、本村の実情に応じて策定しています。 

この大綱は、本村の教育行政を推進するための基本指針となるも

のであり、第５次日高村総合振興計画「ひだかスマイルプラン」に

定める本村の目指す将来像「人と人、人と自然が輝き合う 元気創

造拠点・日高村」の達成に向け、教育分野の基本目標、重点的に取

り組むべき基本施策の方向性を示すものです。そして、別途教育委

員会が策定する「日高村教育振興基本計画」と連動するものです。 

教育大綱作成の趣旨 

教育大綱の位置づけ 
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教育大綱の位置づけ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひだかスマイルプラン 

 

 

日高村教育大綱 

 

  

日高村教育振興基本計画 

 

 
 

       

 

 

  

                

 

実現に向け 

  

                            参酌 

 

連動 

第５次日高村総合振興計画 

「ひだかスマイルプラン」 
村の将来像 

「人と人、人と自然が輝き合う元気創造拠点・日高村」 

 

日高村教育大綱 

 

日高村教育振興基本計画 

 

◎日高村行政全体の方向性を定める総合振興計画 

 

◎日高村教育行政における基本目標、基本施策の方向性を示す 
 

◎日高村の教育の現状及び課題に対する教育目標・施策について

基本的事項を定める 

国
及
び
県
の 

教
育
振
興
基
本
計
画 

 



 

- 3 - 

 

 

この大綱が対象とする期間は、平成２８年度から第５次日高村総

合振興計画の見直し時期の平成３２年度までの５年間とします。た

だし、今後の社会情勢の変化など状況により見直しを行う事とし、

総合教育会議において協議・調整を行っていきます。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

平成(年度) 23～25 ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 33～35 

第５次日高村 

総合振興計画 

(ひだかスマイルプラン) 

 

日高村 

教育大綱 

 

日高村教育 

振興基本計画 

 

 

教育大綱の実施期間 

                                                                                                                                                                                               

 前期(５年)     後期(５年)    
見
直
し 

見
直
し 

５年 
見
直
し 

        １０年 
見
直
し 

見
直
し 
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だれもが元気

に安心して暮

らせるひだか 

自然と共生す

る快適で安全

なひだか 

たくましい心

豊かな人を育

むひだか 

活力と交流を

生み出すひだ

か 

さらなる発展

への基盤が整

ったひだか 

ともにつくる

自立したひだ

か 

 

第五次日高村総合振興計画「ひだかスマイルプラン」 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

基本目標 

①子育て支援の充実 
②高齢者支援の充実 
③障害者支援の充実 
④地域福祉の充実 
⑤保健・医療の充実 
⑥社会保障の適正運用 

基本施策 

①環境施策の総合的推進 
②廃棄物処理等環境衛生の
充実 

③水道･生活排水処理の 
充実 

④消防・防災の充実 
⑤防犯・交通安全の充実 

①学校教育の充実 
②生涯学習の推進 
③スポーツの振興 
④文化芸術の振興 

①農林業の振興 
②商工業の振興 
③観光・交流の振興 
④消費者対策の推進 

①計画的な土地利用の推進 
②住宅施策の推進 
③道路・交通網の充実 
④情報化の推進 

①人権尊重のむらづくりの
推進 

②男女共同参画社会の形成 
③コミュニティの育成 
④協働のむらづくりの推進 
⑤自立した自治体経の推進 

① 

人 

と 

自 

然 

を 

大 

切 

に 

す 

る 
む 

ら 

づ 

く 

り 

② 

新 

た 

な 

活 

力 

と 

交 

流 

の 

創 
出 

③ 

人 

と 

人 

と 

の 

つ 

な 

が 

り 

の 

強 
化 

むらづくり 
３つの原則 

人 

と 

人
、
人 

と 
自 

然 

が 

輝 

き 

合 

う 

元 

気 

創 

造 

拠 
点
・
日 

高 

村 

村の 

将来像 

安全・安心の日高づくり作戦 
日高っ子げんき・いきいき作戦 

 

教育行政 

重点戦略 

重点戦略
テーマ 

①
定
住
環
境 

 
 
 
 

   
   

   
  

 
  
   

  
 

 

④
産
業 

 

②
安
全
・
安
心 

③
子
ど
も 

日 高 村 教 育 大 綱 

教育大綱と村行政との関連 
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第５次日高村総合振興計画「ひだかスマイルプラン」における村

行政の４つの重点戦略テーマ「①定住環境 ②安全・安心 ③子ど

も ④産業」の中の「安全・安心」及び「子ども」を、教育行政の

重点戦略とし、本村の目指す将来像実現に向け、教育大綱を推進し

ます。 
 
 

教育行政重点戦略      
 

①「安全・安心の日高づくり作戦」   
 
 
 
 
 
 

地域ぐるみの自主的な健康づくり活動の推進 
 

 社会福祉協議会やＮＰＯ法人等との連携による地域福祉活動

の充実促進 
 

自主防災組織の育成・総合的な防災訓練の実施 

 

村民・村民団体等の自主的な防犯・パトロール活動の推進 

 
 

②「日高っ子げんき・いきいき作戦」  

 

 

  
 

教育相談等の充実や家庭教育に関する情報提供・学習機会の
充実等による家庭・地域の子育て力の向上  
保育サービスの充実や放課後の健全育成対策の充実、経済的

負担の軽減など、子育て支援制度・サービスの充実 
         

学校施設・設備の整備充 

教育大綱の実施 

「子ども」をテーマに、村の宝である子どもが一人でも多く生ま

れ、心身ともにたくましく心豊かに育成されるむらづくりに向け

た取り組みを重点的に進めます。 

戦略① 

 

戦略③ 

 

戦略② 

 

「安全・安心」をテーマに、福祉のむらづくりの一層の推進と危

機管理体制の強化を中心に、健康で安全・安心に暮らせるむらづ

くりに向けた取り組みを重点的に進めます。 

戦略① 

 

戦略④ 

 

戦略③ 

 

戦略② 
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「生きる力」を育む学校教育の推進 

 

生涯スポーツの推進 

 

生涯学習の推進 

 
 
 

教育行政施策の実施 
 本村は、目指すべき教育の姿を明確にし、その達成に向けた４ つ

の基本目標を掲げ、学校教育・地域教育・総合的な子育て支援の視

点から各種施策を実施します。また、その実施に当たっては、「日

高村教育振興基本計画」と連動させ、日高村の現状と課題を明確に

した上で、効率的かつ効果的に教育施策を推進していきます。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

「たくましく心豊かな人づくり」を本村の教育行政の基本とし、
村の将来像である「人と人、人と自然が輝き合う 元気創造拠点・
日高村」にふさわしい心身ともに健康で、創意と自主性に富み、
人間性豊かな人材の育成を目指します。 
 そのために、学校は未来を切り拓く確かな学力(知)、社会を創
る豊かな心(徳)、人生を支える健やかな体(体)を育む学習を進め、
「生きる力」を育まなければなりません。 
 家庭は、子ども達が、日々の生活を通じて基本的な生活習慣や
能力を身に付け、家庭との触れ合いの中で、信頼感や自己肯定感、
思いやりの心を育てることが必要です。 
 地域は、自然や伝統文化、生活をとおして、故郷への愛着を育
み伝える場であり、地域の人々同志の付き合いや協働の中で、認
め合い、学び合いながら、共に生きる社会を形成しなければなり
ません。 
 生涯学習の観点に立ち、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を
果たしながら、互いに連携・協力して、総合的に教育を推進して
いきます。 

戦略⑥ 

 

戦略⑤ 

 

戦略④ 

 

 

目指すべき教育の姿 
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１．知・徳・体のバランスのとれた新しい時代を生きる力を育む学

校教育の実現 

２．学校・家庭・地域が連携・協力し、地域全体で子どもを育む教

育風土の実現 

３．郷土の自然・歴史・文化を大切にし、生涯にわたって生き生き

と学び合い育ち合う地域教育の実現 

４．保健・福祉・教育の連携により、０歳から１５歳までの子ども

の育ち及び若者の自立を総合的に支援する環境の充実 

 

 
 

 
 「生きる力」の育成を基本に据え、確かな学力、豊かな人間性、

たくましい心身、国際的視野を身に付けた児童生徒の育成を重点目

標とし、自らが主体的に学ぶ意欲、態度、能力等の自己教育力の育

成を図るとともに、教職員の使命感の高揚と資質・指導力の向上に

努めます。このため、各校内研の充実、ユニバーサルデザインに基

づいた授業等による授業方法の工夫・改善、保・小・中連携教育の

推進、家庭・地域の教育力の再生と向上、複式教育の振興、ＩＣＴ

等を活用した教育方法の研究等、学校教育の質的向上と教育施設・

設備の充実等、教育諸条件の整備に努めます。 

 
 
生涯学習の観点に立ち、家庭・地域・保育・小中学校等との連携・

協力のもと、地域教育の振興に努め、村民全てに学習の機会を保障

することにより、自己実現が図られ、心身ともに健康で、創造と自

主性に富み、人間性豊かな人づくりに努めます。また、個人の尊厳

を重んじ、差別のない明るく心豊かな村づくりをめざし、未来を展

望した地域教育を積極的に推進します。 

学校教育 

地域教育 

教育基本方針 

教育基本目標 
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 保健、福祉、教育分野の連携により、子どもの発達や子育てに関

する課題を早期に発見し、適切な子育て・就学支援を実施して、０

歳から１５歳までの子どもの育ち支援や学校卒業後の青年層の自立

支援など地域の子どもたちを総合的に支援します。また、児童虐待

や児童・生徒の不登校、問題行動等に対して、常に学校・家庭・地

域及び関係機関との連携を図りながら、迅速かつ適切な対応を行い

ます。 

 

 

 

 学校教育           地域教育  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

総合的な子育て支援 

総合的な子育て支援 

基礎学力の定着と学力向上 

保･小･中連携教育の推進   

保育士･教職員の指導力向上 

特別支援教育の推進 

心の教育の推進 

小規模･複式教育の推進 

国際理解教育･情報教育の推進 

体育･食育の推進 

安全･安心な教育環境の充実 

生涯学習の推進 

人権教育の推進 

子どもの居場所づくり 

村立図書館の充実 

地域スポーツの振興 

文化・芸術活動の振興 

学
校
・
家
庭
・
地
域
の
連
携 

家庭・地域の子育て力の向上 

子育て支援制度及びサービスの充実 

教育相談・就学指導・要保護児童対策の充実 

子どもの安全確保と青少年の健全育成 

就学支援対策の充実 

青少年の自立と社会参加への支援の充実 

 

教育重点施策 
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施策の内容 

１． 知・徳・体のバランスのとれた新しい時代を生きる
力を育む学校教育の実現 

（１） 基礎学力の定着と学力向上 

① 学校経営計画に基づく体制整備 

② 授業方法の工夫・改善 

③ 学習環境づくり 

④ 家庭学習の習慣化 

 

（２） 保・小・中連携教育の推進 

 

① 「連携教育日高の会」の充実 
② 小１プロブレム・中１ギャプの解消 

 

（３） 保育士及び教職員の指導力の向上 

① 保育士・教職員研修の充実 

② 若年教員の育成 

 

（４） 特別支援教育の推進 

① 特別な支援を要する子どもの支援・指導の推進 

② に教育支援委員会の充実 

③ 学力向上支援員の活用 

 

（５） 心の教育の推進 

① 人権教育の推進 

② 道徳教育の推進 

③ 読書活動の推進 

④ ふるさと教育の推進 

（６） 小規模・複式教育の推進 
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① 小規模校の特性を活かした教育の推進 

② ふるさと未来教育の推進 

 

（７） 国際理解教育及び情報教育の推進 

① 外国語活動の推進 

② 情報機器の効果的な活用・整備 

 

（８） 体育・食育の推進 

① 体力・運動能力の向上 

② 食育の推進 

 

（９） 安全・安心な教育環境の充実 

① 保健・安全の推進 

② 防災教育の推進 

③ 施設・設備の充実 

 

２． 学校・家庭・地域が連携・協力し、地域全体で子どもを育む教

育風土の実現 
 

① コミュニティースクール（学校運営協議会）の活動の充実 

② 学校支援地域本部事業の推進 

③ 教育風土づくり 

 

３． 郷土の自然・歴史・文化を大切にし、生涯にわたって生き生

きと学び合い、育ち合う地域教育の実現 

 
（１） 地域に根ざした生涯学習の推進 

 

① 学舎融合型生涯学習の推進 

② 生涯学習フェスタの充実 

 

（２） 人権教育の推進 
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① 人権教育推進の充実 

② 人権フェスタの充実 

③ 男女共同参画プランの推進 

 

（３） 子どもの居場所づくり 

① 放課後子ども教室の充実 
② 放課後児童クラブの充実 

③ 放課後学習室の充実 

 

（４） 村立図書館の充実 

① 運営の充実・新館建設 

② ボランティア団体による読書支援活動の充実 

 

（５） 地域スポーツの振興 

① ひだか茂平マラソンの充実 

② 地域スポーツ施設の充実 

 

（６） 文化・芸術活動の振興 

① 文化財、天然記念物、伝承文化の保護・保存 

② 総合美術展 

③ 文化推進協議会の振興 

 

４． 保健・福祉・教育の連携により、子どもの育ち及び若者の自

立を総合的に支援する環境の充実 

（１） 家庭・地域の子育て力の向上 

① 子育て支援センター事業の推進 

② 子どもの発達に関する課題の早期発見と就学指導の推進 

③ 望ましい生活環境づくり 
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（２） 子育て支援制度及びサービスの充実 

① 保健事業の充実 

② 子育て支援サービス事業の充実 

 

（３） 教育相談、就学指導、要保護児童対策の充実 

① スクールソーシャルワーカー、教育相談員活動の充実 

② 要保護児童対策地域協議会（法定協）の充実 

 

（４） 子どもの安全確保と青少年の健全育成 

① 地域ぐるみの学校安全推進事業の充実 

② 交通安全の意識の高揚と環境整備 

③ 青少年補導育成活動の推進 

 

（５） 就学支援対策の充実 

① 新たな奨学資金制度の研究 

② 就学援助事業の実施 

 

（６） 青少年の自立と社会参加の支援の充実 
① 青少年の自立を培う家庭環境づくり 

② キャリヤ教育の推進と就労への支援 

③ 青少年活動を支援する人材の育成 

④ 青少年の地域行事等への参画・参加 

 

「
た
く
ま
し
く
心
豊
か
な
人
づ
く
り
」 

教育行政
の基本 


